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わらしべ第二保育園 重要事項説明書 

令和７年 4月 

  

保育の提供の開始にあたり，当園があなたに説明すべき内容は，次のとおりです。 

 

１ 施設運営主体 

事業者の名称 社会福祉法人いなほ会 

所 在 地 埼玉県さいたま市桜区西堀五丁目 5番 3号 

電 話 番 号 ０４８－８６２－３１２３ 

代表者氏名 理事長 剣持 浩 

定款の目的に定めた事業 保育所の経営、地域子育て支援拠点事業の経営、一時預か

り事業の経営、放課後児童健全育成事業の経営 

 

２ 保育施設の概要 

施 設 の 種 類 保育所 

施 設 の 名 称 わらしべ第二保育園 

施 設 の 所 在 地 さいたま市桜区西堀八丁目 3番 13号 

連  絡  先 電話番号０４８－７１１－２８８５ 

ＦＡＸ０４８－７１１－３６６２ 

管  理  者 園長 舩崎 澄子 

対 象 児 童 児童福祉法及び子ども・子育て支援法の定めるところにより，保育

を必要とする小学校就学前児童 

利 用 定 員 満３歳以上の児童         ５４人 

満１歳以上満３歳未満の児童    ３０人 

満１歳未満の児童          ６人 

開 設 年 月 日 平成 29年 4月 1日 

 

３ 事業の目的 

 

 

保育理念 

（事業の目的） 

① 「わらしべのように、まっすぐ、つよく、やさしいこころ」を目指し、

児童福祉法第 1 条に定める児童福祉の理念に基づき、子どもの豊かな

発達を促す保育を行うことを目的とする。 

② 子ども達の育ちを支えるため、わらしべ保育園は家庭、地域と共に歩

みます。 

 

保育方針 

① 安全で安心できる保育環境の中で、あそびを通して明るく健康的な身

体を築き、素直でまっすぐな心を育てる。 

② あらゆる命を大切にし、自然や社会の中で様々な体験を通して、興味

や関心を育て、意欲的に取り組み、生きる力と想像力を培う。 
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４ 当園における施設・設備等の概要 

（１）施 設 

敷 地 敷地全体 2409.96 ㎡（わくわく除く 1446.67 ㎡） 

園庭 1873.56 ㎡（わくわく除く 316.56 ㎡） 

園 舎 構 造 木造 

延べ面積   636.40 ㎡ 

 

（２）主な設備 

設備 部屋数 備  考 

乳児室 １室  

ほふく室 １室  

保育室 ５室 

つくし組（満１歳児クラス），たんぽぽ組（満２歳児クラ

ス），すみれ組（満３歳児クラス），ゆり組（満４歳児ク

ラス）、さくら組（満 5歳児）について各１室 

多目的ホール １室  

調理室 １室  

 

５ 職員の設置状況 

職 種 員数 常勤 非常勤 備考 

園長 1 1   

主任保育士 1 1   

保育士 24 17 7 事務兼任 

栄養士 2 2   

調理員 4  4  

用務員 2  2  

＜各職種の勤務体系＞ 

職 種 勤務体系 

園長 正規の勤務時間帯（９：００～１８：００） 

主任保育士 正規の勤務時間帯（８：３０～１７：３０） 

保育士 正規の勤務時間帯（６：５０～１９：３０） 

栄養士 正規の勤務時間帯（８：００～１７：００） 

調理員 正規の勤務時間帯（８：３０～１６：３０） 

事務員 正規の勤務時間帯（９：００～１５：００） 

用務員 正規の勤務時間帯（９：００～１６：３０） 

※ ローテーションにより，各保育士の勤務日及び勤務時間帯は異なります。 

※ 職務の都合上，上記とは異なる勤務時間帯となることがあります。 

６ 保育を提供する日 

  保育を提供する日は，月曜日から土曜日までとします。 

  ただし，年末年始（１２月２９日から１月３日）及び祝祭日は休園となります。 

  土曜日保育は、わらしべ保育園と共同保育を行う。 
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７ 保育を提供する時間 

  保育を提供する時間は，次のとおりとします。（但し土曜日の延長保育はしない） 

⑴  保育標準時間認定に係る保育時間 

   保育標準時間認定に係る支給認定証をさいたま市から交付されている方の場合，7時

15 分から 18 時 15 分までの範囲内で，保育を必要とする時間となります（実際に保育

を提供する日及び時間帯は，就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し，当園との

協議のうえで保護者ごとに個別に決定します）。 

   なお，上記以外の時間帯において，やむを得ない理由により保育が必要な場合は，19

時 15 分までの範囲内で，時間外保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たって

は，市町村にお支払いいただく通常の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります）。 

⑵  保育短時間認定に係る保育時間 

 保育短時間認定に係る支給認定証を市町村から交付されている方の場合，8 時 30 分

から 16時 30分までの範囲内で，保育を必要とする時間となります（実際に保育を提供

する日及び時間帯は，就労時間その他保育を必要とする時間を勘案し，当園との協議の

うえで保護者ごとに個別に決定します）。 

   なお，上記以外の時間帯において，やむを得ない理由により保育が必要な場合は，7

時 15分から 8時 30分まで又は 16時 30分から 19時 15分時までの範囲内で，時間外

保育を提供いたします（時間外保育の利用に当たっては，市町村にお支払いいただく通

常の保育料の他に，別途利用者負担が必要となります）。 

８ 土曜共同保育について 

   平成 30年度より、市の制度を利用し土曜共同保育を致します。 

実施保育施設  わらしべ保育園 

依頼保育施設 わらしべ第二保育園 

保育場所 

 所在地 

桜区西堀５－５－３  わらしべ保育園 

但し行事等により保育場所がわらしべ第二保育園に変更にな

ることもあります。 

連絡先 048-862－3123 

緊急時の対応 平日と同様 

駐車場 わらしべ保育園父母の会駐車場を使用 

備考 各日共、両園の職員を配置し必要な持ち物等は、事前に通知し

ます。延長保育はありません。 

事故防止の観点から、アレルギー食・離乳食の提供はできない

場合があります。 

年度初めに「土曜保育希望確認書（さいたま市子育て支援医療

費受給者証の写しを添付）」（以下「確認書」）を園長に提出。 

希望した保護者で土曜日常時利用者は利用時間、またはお休み

の旨を。不定期利用者は、利用する土曜日の週の水曜日正午ま

でに WEL-KIDSに入力してください。 

確認書を提出していない方が、急に保育を必要とする場合は事

務所に申請してください。この場合「確認書」及び「さいたま

市子育て支援医療費受給者証」の写しが必要です。 
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９ 提供する保育等の内容 

  当園は，保育所保育指針（平成２９年３月厚労告１１７号）を踏まえ，以下の保育その

他の便宜の提供を行います。 

 ⑴ 特定教育・保育及び時間外保育の提供 

   上記７に記載する時間において，保育を提供します。 

(2) 5歳児クラスは夜間保育（わくわくナイト）をする場合があります。 

 (3) 食事の提供 

   児童の年齢に応じ，以下の時間帯に食事の提供を行います。 

 午前間食 昼食 午後間食 備考 

０歳児 ９時１５分頃 １０時半頃 １４時半頃 月齢・離乳食考慮 

１歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時頃  

２歳児 ９時１５分頃 １１時頃 １５時頃  

３歳児  １１時３０分頃 １５時頃  

４歳児  １１時３０分頃 １５時頃  

５歳児  １１時３０分頃 １５時頃  

  ※ 献立表は毎月別途お知らせします。 

  ※ 食物アレルギー等，体質に合わない食材があればご相談ください。 

 

１０ 利用料金 

 ⑴ 特定教育・保育に係る利用者負担（保育料） 

   支給認定を受けた市町村に対し，当該市町村が定める保育料をお支払いいただきます。 

   3歳児クラス以降は、保育料無償です。 

 ⑵ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等 

⑴ に掲げる保育料のほか，別表に掲げる費用を負担していただきます。 

   お支払方法については，別途お知らせします。 

 

１１ 利用の終了に関する事項 

   当園は，以下の場合には保育の提供を終了いたします。 

  ⑴ 利用乳幼児が小学校に就学したとき 

  ⑵ 児童の保護者が，児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当し

なくなったとき 

⑶  その他，利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき 

 

１２ 嘱託医 

   当園は，以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。 

⑴  内科，小児科 

医療機関の名称 小児科清水医院 

医 院 長 名 高橋 由美子 

所  在  地 さいたま市桜区西堀１－９－１６ 

電 話 番 号 ０４８－８６１－１６３４ 

 ⑵ 歯科 
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医療機関の名称 三村歯科医院 

医 院 長 名 三村 晃司 

所  在  地 さいたま市桜区南元宿２－２２―１０ 三愛ビル１F 

電 話 番 号 ０４８―８５５－８６７６ 

 

１３ 緊急時の対応 

   お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には，保護者の指定す

る医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。 

 

１４ 要望・苦情等に関する相談窓口 

   当園では，要望・苦情等に係る窓口を以下のとおり設置しています。 

 

当園 

ご利用相談窓口 

・窓口担当者  山田 清佳 

・ご利用時間  ８：３０～ １７：３０ 

・電話番号   ０４８－７１１－２８８５ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０４８－７１１－３６６２ 

 担当者が不在の場合は，当園職員までお申し出ください。 

第三者委員 東谷 良子 木村・東谷法律事務所 弁護士 

 松永 輝義 あんず幼稚園  

 山本 弓子 県保育士会顧問  

 細萱 大祐 株式会社ピスタ  

   

※ 当園では，上記のほか，園内に要望・苦情等に係る投函箱を設置しています。 

 

 

１５ 非常災害時の対策及び対応 

 

非常時の対応 別途定める，消防計画書により対応いたします。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常警報装置   有 

・非常用電源    有  ・スプリンクラー  無 

・その他，カーテン、敷物、建具等の防炎処理  有 

避難・消火訓練  避難及び消火の訓練は，毎月１回以上実施します。 

 

当園は、鴻沼川が近いこと、立地が幹線道路より低いことから、台風、集中豪雨の時に、

水害のリスクが高まります。気象庁等から「特別警報」もしくは、自治体からの「警戒レベ

ル３(避難準備・高齢者等避難開始)以上」が発令された場合、鴻沼川の状況が危機的状況と

なっている場合、園前の道路の浸水が始まった時、首都圏 JR が全線計画運休をする場合等

悪天候・不測の事態においては、早急の迎え要請、開園閉園時間の変更及び臨時休園をする

場合があります。その際は、メールにて連絡します。 
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１６ 利用者に対しての保険の種類・保険事故・保険金額 

   当園では，以下の保険に加入しています。 

保険の種類① 保育園総合保険(損害保険ジャパン日本株式会社) 

保険の内容 保育園児等傷害保険、主催行事参加者傷害保険、 

保育園賠償責任保険 

保険の種類② 日本スポーツ振興センター災害給付制度 

保険内容 疾病・障害共済 

保険料 350円（個人負担額は別表参照） 

 

 

１７ 当園におけるその他の留意事項 

喫煙 当園の敷地内はすべて禁煙です。 

宗教活動，政治活動， 

営利活動 

利用者の思想，信仰は自由ですが，他の利用者に対する宗教活

動，政治活動及び営利活動はご遠慮ください。 
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別表 

 

 

１ 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金 

項目 内容，負担を求める理由及び目的 金額 

3歳児クラス以降の 

幼児給食費 

 
月額 7,500円 

延長保育料  

（保育標準時間認定） 

18:15分を過ぎた場合 
月額 4,000円 

延長保育料 臨時 別紙 

延長保育料 

（保育短時間認定） 

7：15～8：30 及び 

16：30～18：15 
1回 500円 

保育参加の給食  1食 350円 

貸布団代金  1ヶ月 770円 

 

貸布団カバー 

毛布カバー 

 実費（希望者） 

1,540円 

1,320円 

父母会  1ケ月 300円 

日 本 ス ポ ー ツ 振 興  

センター災害給付制度 

 
年額 210円 

駐車場  月額 1,000円 

保育教材  実費 

おむつ・エプロン 

サブスク 

ベビージョブとの直接契約 
実費 

 

 

当園は、上記費用の支払いを受けた場合は、領収証を交付致します。 

主食費・貸し布団代金は、毎月２７日。延長代金は、翌月 10 日にゆうちょ銀行より口座引

き落としとなります。 

尚、初年度の雑費もゆうちょ銀行より引き落としをさせて頂きます。 

 

おむつ・エプロン・手口拭きのサブスクの利用は、ベビージョブとの直接契約が、また不要

になった際直接解約が必要です。 

 

 


